
８
月
３
日
の
運
行
コ
ー
ス（
北

）は﹇
下
り
﹈は
　
　
﹇
上
り
﹈は
　
　
　で
す

８
月
４
日
の
運
行
コ
ー
ス（
西

）は
　
　
　
で
す    

※
狭
山
市
駅
で
折
り
返
し

　
　
　
　
〃
　
　
　
　
（
北
中
）は﹇
下
り
﹈は
　
　
﹇
上
り
﹈は
　
　
　で
す

茶
の
花
号
の
運
行
コ
ー
ス

交
通
規
制
区
域
内
の
ほ
か
、
一
部
の
停
留
所
か
ら
の
乗
降
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
の
う
え
ご
利
用
く
だ
さ
い

Ｐ３（臨時駐車場）
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は
、
８
月
３
日
の
花
火
の
時
間
帯

（
19
時
30
分
〜
21
時
）
に
車
両
通
行
止
め
に
な
り
ま
す

至
川
越
市あさひ

銀行

車両通行止
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鵜ノ木
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暮らしの情報ページ

８
月
３
日
�
・
４
日
�
に
開
催

入
間
川
七
夕
ま
つ
り

８
月
３
日
�
・
４
日
�
に
入
間
川
七
夕
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。花
火
大

会
、友
好
交
流
都
市
の
物
産
展
、阿
波
踊
り
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容

で
、皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。ま
た
、ま
つ
り
の
よ
う
す

を
描
い
た
児
童
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
の
作
品
を
募
集
し
ま
す
。ぜ
ひ
、ご
応
募

く
だ
さ
い
。

な
お
、当
日
は
交
通
規
制
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。ご
み

の
持
ち
帰
り
に
も
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

催
し
物

◆
８
月
３
日
�
・
４
日
�（
共
通
）

内
容
竹
飾
り
、ふ
れ
あ
い
コ
ー
ナ
ー
、民
俗

芸
能
祭
囃
子
、こ
ど
も
イ
ベ
ン
ト
、各
種
団

体
イ
ベ
ン
ト
な
ど

◆
８
月
３
日
�

内
容
納
涼
花
火
大
会（
２０
時
か
ら
。悪
天
候

時
は
４
日
に
順
延
）、民
踊
流
し
、鼓
笛
隊

パ
レ
ー
ド
、幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
防
火
パ
レ

ー
ド
、和
太
鼓
な
ど

◆
８
月
４
日
�

内
容
尾
花
沢
花
笠
踊
り
、天
体
観
測
コ
ー

ナ
ー
、阿
波
踊
り
大
会
な
ど

児
童
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

対
象
中
学
生
以
下

受
け
付
け
８
月
１５
・

１６
日
�
・�
、９
時
〜
１７
時
に
商
工
課
内
狭

山
市
観
光
協
会
事
務
局
へ

※
市
立
小
・

中
学
校
、幼
稚
園
、保
育
所
の
児
童
・
生
徒

は
、通
園
・
通
学
し
て
い
る
園
・
学
校
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い

茶
の
花
号
の
臨
時
運
行
コ
ー
ス

３
日
�
、１２
時
か
ら
４
日
�
の
終
便
ま

で
は
、北
・
北
中
・
西
コ
ー
ス
が
一
部
変
更

に
な
り
、交
通
規
制
区
域
内
の
ほ
か
、一
部

の
停
留
所
か
ら
乗
降
で
き
な
く
な
り
ま
す

の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

定
期
バ
ス
折
り
返
し
の
ご
案
内

▼
入
間
市
駅
行
き
は
、ま
つ
り
会
場
を
迂

回
し
、狭
山
市
駅
西
口
発
着
で
す

▼
飯
能
駅
、狭
山
グ
リ
ー
ン
ハ
イ
ツ
、智
光

山
公
園
、日
生
団
地
、埼
玉
牧
場
、柏
原
ニ

ュ
ー
タ
ウ
ン
、笠
幡
折
返
し
場
行
き
は
、市

民
会
館
で
折
り
返
し
ま
す

▼
狭
山
台
団
地
行
き
は
、す
べ
て
狭
山
市

駅
東
口
発
着
で
す

▼
稲
荷
山
公
園
行
き
は
、平
常
ど
お
り
運

行
し
ま
す

※
入
間
川
七
夕
ま
つ
り
が
中
止
と
な
っ
た

場
合
は
、平
常
ど
お
り
運
行
し
ま
す
。ま
た
、

３
日
は
１２
時
ま
で
、４
日
は
１０
時
ま
で
平

常
ど
お
り
で
す

規制時間�３日…１２時～２２時３０分
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‐
１
２
０
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暮らしの情報ページは主に市からのお知らせを掲載します。申し込み・問い合わせは�の記号で表します。
市役所の所在地は〒３５０‐１３８０ 狭山市入間川１‐２３‐５、電話番号は�042‐953‐1111です。

市街化調整区域の
建築物の建ぺい率・容積率などを見直します

平成１２年５月１９日、都市計画法および建築基準法の一部が改正され、用途地域の指定のない区
域において、建ぺい率・容積率・道路斜線・隣地斜線などの形態規制を新たに指定することができ
るようになりました。
各形態規制の数値の決定・適用は、「施行後３年以内（平成１６年５月１８日まで）に新たな数値を
指定することができる」と改正されました。見直しは、市街化調整区域で用途地域の指定のない
区域（白地地域）に限り行うことになります。

市街化区域と市街化調整区域とは■用途地域の指定のない
区域における建築物の現状は

現在の基準では、建ぺい率は７０％、容積率は４００％という比
較的ゆるい制限となっています。用途地域の指定のない区域
は、一般的には低密度な土地利用が相当と考えられます。現行
の基準は、高容積の建築物も建築可能となっているため、一
度、高容積の建築物が建築された場合、周辺の建築物との不均
衡や日照・交通の面から混乱を招くことも十分に考えられます。
以上のことから今回の改正では、現行よりさらに低い形態
規制数値の指定が可能となりました。

■建ぺい率・容積率などの
新基準決定までの流れ

平成１３年度は、用途地域の指定のない区域における建築物
の状況調査を行いました。今後は、調査結果および現況の土地
利用、市の各計画などを踏まえて検討し、指定数値の決定を行
います。
検討結果は、今年度中に説明会などで公表します。その後皆
さんのご意見を伺い、狭山市都市計画審議会の議を経て、新し
い建築形態規制を決定することになります。

新しい建築形態規制の基準づくりについてご質問のあるか
たは、建築指導課にお問い合わせください。

都
市
計
画
法
で
は
、無
秩
序
な
市
街
地
の
拡
大
を
防

止
し
、計
画
的
な
市
街
化
を
図
る
た
め
、都
市
計
画
で
市

街
化
区
域
と
市
街
化
調
整
区
域
に
区
分
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を「
線
引
き
制
度
」と
い
い
ま
す
。線
引
き
制
度
で

は
、道
路
・
公
園
・
下
水
道
な
ど
の
都
市
基
盤
整
備
に
つ

い
て
、公
共
投
資
を
効
率
的
に
行
い
つ
つ
、良
好
な
市
街

地
の
形
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。市
街

化
区
域
は
、す
で
に
市
街
地
を
形
成
し
て
い
る
区
域
、お

よ
び
お
お
む
ね
今
後
１０
年
以
内
に
優
先
的
か
つ
計
画
的

に
市
街
化
を
図
る
べ
き
区
域
、市
街
化
調
整
区
域
は
、市

街
化
を
抑
制
す
べ
き
区
域
を
い
い
ま
す
。

狭
山
市
で
は
、１
千
４
３
８
ha
が
市
街
化
区
域
に
、３

千
４
６
６
ha
が
市
街
化
調
整
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。今
回
、形
態
規
制
を
見
直
す
区
域
は
、市
街
化
調
整

区
域
で
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
３
千
４
２
０
ha
で

す
。

●問い合わせ建築指導課へ内線２１７１

建ぺい率・容積率ってなに？
●建ぺい率と容積率の計算方法

建築面積（B）
建ぺい率（％）＝

敷地面積（A）
×１００

延床面積（B＋C）
容積率（％）＝

敷地面積（A）
×１００

●建ぺい率
建物の建築面積の敷地面積に対
する割合のことで、敷地内に一定
の空き地を確保するための規定
●容積率
建物の延床面積（床面積の合計）
の敷地面積に対する割合のこと
で、建物の密度を抑制するための
規定
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